
宝塚市立美座小学校 いじめ防止基本方針 

はじめに 

 

  本校は、学校教育目標をもとに、めざす児童像の実現のために、様々な教育活動に取り組んでいる。ま

た、保護者や地域と連携を図り、子どもたちの健全な成長を目指している。  

平成２５年にいじめ防止対策推進法が制定され、その第１３条に学校のいじめ防止基本方針の策定が義

務付けられた。 本校でも全ての子どもがいじめを行わず、いじめを放置することがないよう全教職員でいじ

めに対峙するため、いじめ防止等（いじめの未然防止、早期発見、早期対応）についての対策を総合的か

つ効果的に推進するため、本基本方針を策定する。 

 

 

１ いじめの基本的な考え方 

（１）いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

 

（２）いじめの具体的な態様 

  ○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。  

  ○仲間はずれや集団による無視をされる。  

  ○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

  ○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。  

  ○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。  

  ○金品をたかられる。 

  ○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。  

○パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 

 

 

「いじめ」とは 

『本校に在籍する児童に対して、一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の

対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの』 である。        

                                                     （いじめ防止対策推進法第二条） 

 



（３）いじめの基本認識 

  ① いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こり得るものである。 

  ② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

  ③ いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く、発見しにくい。 

  ④ いじめにおいては、加害と被害が入れ替わりながら、双方を経験する場合もある。 

  ⑤ 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより 

     生命、身体に重大な危険が生じる。 

  ⑥ いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要、名誉毀損、侮辱等の刑罰法令に抵触する可能性がある。 

  ⑦ いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えて  

     しまう傍観者も存在する。この傍観者からいじめを抑止する仲裁者やいじめを告発する相談者への転 

     換を促すことが重要である。 

 

（４）いじめへの対応 

〇「生徒指導提要」と、「いじめ対応の重層的支援構造」に基づいた指導を進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ いじめ防止委員会の設置 

学校は、「いじめ防止委員会」を設置する。 いじめ防止委員会は、学校全体でいじめを防ぎ、早期発見、

迅速対応するための組織である。 

 

（１）構成員 

  いじめ防止委員会の構成員は、校長、教頭、生活指導、各学年のいじめ防止委員会担当教員、養護教諭

等、実情に応じて決定する。 また、個々の事案の対処等にあたっては、関係の深い教職員を追加する。 必

要に応じて、SC、SSW、心理や福祉の専門家、弁護士、医師など外部専門家と連携し、いじめ問題の解決

に取り組む。 

 

（２）役割 

いじめ防止委員会は、次の役割を担う。 

  ①「いじめ防止基本方針」を作成し、年間計画と校内研修を企画する。 

  ②いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。 

  ③いじめの相談・通報の窓口となり、情報を収集・整理・記録して共有する。 

  ④いじめの疑いのある情報があった場合、 

    ⅰ緊急会議を開催（情報の迅速な共有） 

    ⅱ調査の実施（関係児童へのアンケートや聴き取り） 

    ⅲ体制構築（指導・支援） 

    ⅳ方針の決定と保護者連携といった対応を行う。 

  ⑤「いじめ防止基本方針」を PDCA サイクルで点検し、取り組みの効果を検証する。 

  ⑥いじめ重大事態の調査を学校主体で行う場合には、調査組織の母体となる。 

 

 

 

 



３ いじめの未然防止 

（１）命や人権を尊重し豊かな心を育てる 

  ①人権教育の充実 

    「いじめは相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを教職員が認識し、  

    児童に理解させ、互いの人権を尊重する心を育まなければならない。本校では、全ての教育活動の中 

    に人権尊重の視点を持ち、人権が守られる学校・学級づくりに取り組む。また、人権週間や人権参観授 

    業、保護者啓発など、あらゆる機会の中で人権教育を進めていく。 

 

  ②道徳教育の充実 

    児童が、道徳的諸価値を基に、自己の生き方についての考えを深める学習を通して道徳性を養う。 

    また、道徳性が培われることで、道徳的実践がより確かなものになり、未発達な考え方や道徳的判断 

    力の低さから起こるいじめの防止に有効である。 

 

  ③体験活動の充実 

    体験的な活動は、児童の豊かな人間性や価値観を育み、自尊感情や仲間意識、自己肯定感を高め     

    る。環境体験学習、自然学校、修学旅行、地域の大人との交流など、さまざまな体験を通して、児童は 

    社会とつながり、生きる力を身に付ける。 

 

  ④わかる授業づくり、楽しい授業づくりの推進 

    学校の多くの時間を占めるのは授業である。 「授業は最大の生徒指導である」 わからない授業、 

    楽しくない授業は、児童の問題行動を生む要因のひとつである。 児童が学ぶ喜びを感じることができ 

    るよう「わかる授業・楽しい授業」づくりに取り組み、授業改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくり 

  ①教職員の姿勢 ～ 安心と信頼 

  ②配慮を要する児童を中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開する 

  ③自己肯定感・自己有用感を高める教育活動 

  ④特別活動の充実 

    「自己理解」「相手を思いやる」「相手を傷つけずに自分の考えを表現する」 いじめ防止の取り組み 

    を自分たちで考え実施する 

 

 

（３）児童理解に基づく実態把握 

①教職員の観察力、気づく力を高める 

  児童のささいな言動から、個々の置かれた状況や精神状態を推し量る感性を高める 

②実態把握（複眼的、多角的な視点）（心の健康観察等）（引継ぎ体制） 

（４）保護者や地域の方への働きかけ 

①学校における「いじめの実態」や「学校いじめ防止基本方針」などの情報提供を行う 

②いじめの未然防止における家庭教育の大切さなど、保護者に理解してもらうための研修や広報活動   

  を積極的に行う。 

③いじめに対する家庭や地域の気付きと教職員の気付きが互いに共有できるよう情報窓口や連絡体制 

  の周知を図る。 

 

 

 



４ いじめの早期発見 

（１）いじめの早期発見に向けて 

  ①いじめの兆候を察知しようとする姿勢 ～ 違和感に気付く 

    ・初期段階で諸課題を発見し、早期に教育相談や家庭訪問を行い、迅速に対応する 

    ・重く受け止め、迅速かつ適切に対応する 

  ②いじめに気付く力を高める ～ 組織的な気付きを高める 

    ・組織的な気付きを促し、全校を挙げて問題に取り組むことで見落としや判断の見誤りを防ぐ 

 

（２）定期的なアンケート調査等の実施 

  いじめ実態把握のため、学期に１回以上いじめに関するアンケート調査を実施し、担任等による面談を通

じて、いじめの兆候となる情報を計画的に収集、記録、共有する。 また、回答結果に応じて、臨床心理士によ

るカウンセリングなども活用する。さらに「いじめ早期発見のためのチェックリスト（小学校）」を活用し、いじ

めの早期発見に努める。 

  アンケートの保存期間について、回答用紙は児童が卒業するまで、回答を取りまとめた文書については、

５年間とする。  

 

（３）相談しやすい環境づくりを進める 

  ①本人からの訴え 

    ・心身の安全を保証する・・・言葉かけ、別室の用意、心のケア 

    ・事実関係や気持ちを傾聴する・・・可能な限り具体的な内容を聞き取る 

  ②周りの児童からの訴え 

    ・いじめの情報を伝えた児童への新たないじめが起きないように場所や時間を確保する 

    ・いじめの情報の発信元は絶対に明かさないことを伝え、安心感を与える 

  ③保護者との関係づくりを 

    ・日頃からの信頼関係を築く ～ 問題が起きてない時にも家庭訪問、電話連絡 

  ④教職員のカウンセリングマインドの向上 

    ・児童の言葉を受け止め、児童の立場に立ち、児童を守る姿勢で傾聴する 

 

 



５ いじめの早期対応 

（１）いじめの情報を得た時の対応 

  いじめと疑われる行為を発見した時は、その場ですぐに止める。 児童や保護者等から「いじめではない

か」との相談や訴えがあった場合には早い段階から的確に関わりを持ち、真摯に傾聴するとともに、安全を

確保する。 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず 「いじめ防止委員会」に情報

を提供し、組織的な対応を行う。 事実確認の結果は、教育委員会に報告するとともに、被害・加害児童の

保護者に連絡する。  

 

（２）いじめ対応の基本的な流れ 

 

 

 

 

① いじめ情報のキャッチ 

・いじめ防止委員会を招集する 

・被害児童を徹底して守る 

・見守り体制を整備する（登下校、休み時間、清掃時間、放課後等） 

② 正確な実態把握 

・関係児童、周りの児童から聞き取る（原則として個別に聞き取る） 

・記録（児童が話した通りに記録する） 

・関係教職員と情報を共有し、正確に把握する 

・ひとつの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する 

 
③ 指導体制、方針決定 （重大事態の判断） 

・指導のねらいを明確にする            ・すべての教職員の共通理解を図る 

・対応する教職員の役割分担を考える    ・教育委員会、関係機関との連携を図る 

※重大事態の判断 

・生命や身体の安全がおびやかされるような重大な事案及び学校だけでは解決が困難な事案 

→ 緊急に協議し、教育委員会・警察へ連絡 

・ひとつの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する 

 
④ 児童の指導・支援    

・被害児童・・・ 児童を守る姿勢を示し、プライバシーに配慮しつつ保護者への迅速な報告と支援 

             体制を整え、安心できる学校環境を確保する 

・加害児童・・・ いじめた児童への事実確認を行い、保護者と連携して対応し、責任の自覚と健全 

な成長に配慮しつつ、必要に応じて懲戒を市教育委員会と協議の上で実施する 

・周りの児童・・・いじめを見た児童には通報の重要性を指導し、同調行為はいじめ加担であると  

理解させ、学級全体でいじめ根絶に取り組む態度を養う 



 

 
 

 

（３）迅速に対応するために ～ 考え方の転換を 

 

 

 

（４）重大事態に発展させないために 

①ケースに応じた対応 

・適切な対応を怠れば、どのようないじめも深刻化する可能性があるという危機意識を教職員間で共有し

た上で、組織的にいじめに関する情報を共有し、ケースに応じた対応策を検討する。 

 

⑤ 保護者との連携 

・直接会って、具体的な対策を話す 

・関係児童（被害、加害）の保護者の協力を求め、今後の学校との連携方法を話し合う 

・窓口となる教職員を明確化する 

⑥ その後の対応 

・継続的に指導や支援を行う 

・SC 等の活用も含め、心のケアに努める 

・学級が安全・安心な場になるように、誰もが大切にされる学級経営を行う 

・解消の判断を行う 

 



・いじめ問題が複雑化し、対応が難しくなりがちなケースについては、できるだけ早い段階から、SC や SSW

等を交えたケース会議で丁寧なアセスメントを行い、多角的な視点から組織的対応を進める。 

 

 

 

②チーム支援による組織的対応 

 

 

 
 

 



（５）いじめの解消・特に配慮を要する対応 

①いじめの解消の要件 

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくと

も次の２つの要件が満たされている必要がある。 

 

※解消を急ぐことなく、組織的に十分な見守り等の支援を続ける 

 

②特に配慮を要する児童への対応 

・発達障害を含む、特性のある児童に関すること 

・海外から帰国した児童、外国にルーツをもつ児童に関すること 

・性的指向・性自認(SOGI)に係る児童に関すること 

・震災等の被災や避難、感染症等の罹患に関すること 

 

 

６ ネット上のいじめへの対応 

  インターネット等を介したいじめは、大人の目に触れにくく、発見しにくい。 学校では「授業づくり」や「仲

間づくり」等の取り組みだけでなく、児童、保護者に対して、警察や通信会社等と連携を図り、情報モラルに

関する教育に取り組む。 また、保護者に対して、スマートフォン等の管理者としての保護者の責務や家庭で

の情報モラル教育の必要性について周知する。  

教職員は、児童の些細な人間関係や生活、心情の変化を捉えるため、アンテナを高く張る必要がある。 

学校は、ネット上の不適切な書き込みや画像等により、児童が被害を受けている、又はそのおそれがあるこ

とを把握した場合には、被害の拡大防止と当該児童の心身の安全確保を最優先とし、速やかに必要な初

動対応を行うものとする。  

  また、名誉棄損やプライバシー侵害等に該当するおそれがある事案については、教育委員会と連携し、必

要に応じて法務局や警察等の関係機関に相談し、助言や協力を求めるものとする。 

  削除対応が必要な場合には、被害児童及び保護者の意向を踏まえ、学校は関係機関への相談や通報

窓口の案内等を行い、対応を支援する。 なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれが

ある場合には、速やかに警察署に通報する。  

 

 

〇いじめに係る行為が止んでいること 

・いじめ行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること（少なくとも３か月を目安） 

〇いじめられた児童が心身の苦痛を感じていないこと 

・児童及び保護者に対して、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する 



７ いじめ重大事態への対応 

 （１）いじめ重大事態の定義 

 

※いじめの重大事態は、事実関係が確定した段階ではなく、「疑い」も含む。 そのため、疑いの段階から対

応を開始する必要がある。 重大な被害が生じる前に、いじめの早期発見、早期対応を行うことが大切であ

る。 

 

（２）児童・保護者から申し立てを受けた場合の対応 

  ①いじめの事実の有無の確認を行う（法第２３条２項） 

  ②当該児童が話しやすい場を設定し、傾聴、組織的に適切な対応につなぐ 

  ③「いじめにより重大な被害が生じた」という申し立てがあった時には、重大事態が発生したものとして 

    報告・調査に当たる 

  ④既に卒業した児童・保護者から在籍時のことで申し立てがあった場合も調査に当たる 

 

（３）いじめ重大事態の調査に関するガイドライン 

 



（４）重大事態の判断および調査主体の判断 

  ①単に特定の教職員のみによる判断ではなく、教育委員会又は学校（いじめ防止委員会）が判断を行う 

  ②重大事態の調査主体を決める判断 

 

（５）重大事態の調査目的 

 

※重大事態の調査は、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の訴訟等への対応を直接の目的とするも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６）平時の備え 

  ①全教職員が、法や基本方針、ガイドライン、生徒指導提要等を理解し、重大事態に対して 

    どう対処すべきかを認識しておくこと 

  ②いじめ防止委員会が個別のいじめに対する対処において、実効的な役割を果たせるよう、 

    学校外とも連携体制を構築すること 

 

 

 

 

 



（７）重大事態の調査を行う際の姿勢及び調査中の学校での対応 

  ①調査を行う際の基本姿勢

 

 

  ②調査中の学校での対応 

 

 

 

 

 

 

 

 



（８）重大事態が発生した時の対応  

 

 

 

 

 



令和８年（２０２６年）１月１４日 令和２年から内容を大きく改訂 

令和８年（２０２６年）４月１５日 内容を職員で共有し、５の（５）② と ６の内容について、一部改訂 

 

 

 

 

 


